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酒田市ごみ処理基本計画（酒田市食品ロス削減推進計画）（案）に関する意見募集 

（パブリックコメント）の実施結果について 

 

 令和８年度から令和１８年度までを計画期間とする酒田市ごみ処理基本計画（酒田市食品

ロス削減推進計画）（案）の策定に関して実施した意見募集の結果について、次のとおり公表

します。 

実施結果 

政策等の名称 酒田市ごみ処理基本計画（酒田市食品ロス削減推進計画）（案） 

政策等の案の公表

の日 
令和７年１１月２０日（木） 

意見募集期間 令和７年１１月２０日（木）～１２月９日（火） 

意見募集の結果 提出者１名（電子メール）、提出意見４件 

寄せられた意見の概要と本市の考え方 

意見の概要 本市の考え方 

№１ ごみ処理の概要と廃食用油の資源化について 
 Ｐ１３のごみステーション区分欄に「もや

すごみ」と「廃食用油」が同じ枠内で表示さ

れていますが、Ｐ１４のごみ処理の図に廃食

用油がでてきません。廃食用油はもやしてい

るのでしょうか。 
Ｐ３２には、企業との連携の中でＳＡＦへ

の展開とありますが、現在も何かに利用して

いるのでしょうか。 

 ごみステーションから回収した廃食用油につ

いては、飼料製造事業者に売り払いを行い、飼料

用の再生油としてリサイクルされています。 
 Ｐ３２のＳＡＦ（持続可能な航空燃料）に関す

る記載については、さらなるリサイクルの可能性

について記載したものとなります。 
 なお、廃食用油がリサイクルされていることに

ついては、Ｐ１３のごみ処理の体制において追記

します。 
№２ 酒田地区広域行政組合の新最終処分場及び新リサイクルセンターに係る計画での記載のあ

り方について 
 Ｐ１３のごみ処理の体制、あるいはＰ１９

の２．７課題のところに、進行中の新最終処

分場の計画、酒田地区の循環型社会形成推進

地域計画に出てくる新リサイクルセンターの

構想についても書き入れるべきではないでし

ょうか。 
 なお、地域計画は環境省の３Ｒ交付金のサ

イトで見つけたものです。 
 
 
 
 
 
 

 ご意見の内容について、現時点では計画段階の

ために掲載していないもので、本計画の中間見直

しまたはさらに次期計画において位置付けした

いと考えます。 
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№３ 粗大ごみ等処理手数料に係る金額の記載について 
 Ｐ１７の（１１）粗大ごみ等の処理手数料

の改定の中に「令和元年１０月から改定しま

した。」とありますが、改定前後の金額を明示

すべきではないでしょうか。 
 また、令和７年９月１９日更新の酒田市の

サイト（ごみ処理手数料の改定について）を

見ますと、令和８年４月１日から手数料の改

定が決定しています。これも書き入れるべき

と思います。 
 

ご意見を参考に下記のとおり修正します。 
「粗大ごみ等の収集運搬時における処理手数料

については、令和元年９月まで限度額として２，

０００円であったものを、同年１０月から限度額

として４，０００円に改定しました。 
 酒田地区広域行政組合ごみ処理施設に持ち込

まれるごみ処理手数料が、令和８年４月から１０

キログラムまでごとに従来の１５０円から１８

０円に改定されることに伴い、本市の粗大ごみ等

の処理手数料についても見直ししていきます。」 
№４ 「可燃ごみ」と「もやすごみ」の違い、定義等について 

 Ｐ１８以降「可燃ごみ」という用語が出て

きますが、これは、もやすごみとは違うもの

でしょうか。その違い、定義等が見つけられ

ませんでした。 

 「可燃ごみ」と「もやすごみ」について定義が

異なることはございません。 
 本計画の本文中で使用している「もやすごみ」

の用語については、ごみルール酒田カレンダーに

関わる部分は「もやすごみ」としており、それ以

外は「可燃ごみ」としています。 

 


